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平成２０年度第２回南三陸町情報公開・個人情報保護審査会会議録

日時：平成２１年２月１９日（木）

午後１時３０分～午後２時２０分

場所：南三陸町役場

防災対策庁舎１階多目的ホールＢ

出席者

審 査 会 会長 及川 利征

委員（会長職務代理者） 及川 透

委員 坂野 智憲

委員 山内 孝明

委員 須藤 芳子

南三陸町 総務課課長補佐

兼総務法令係長 阿部 良人

総務課主査 岩淵 武久

総務課主事 佐藤 由貴 （開会時のみ）

会議の記録

午後１時３０分 開会

阿部補佐 それでは、定刻になりましたので、平成２０年度第２回南三陸町情報

公開・個人情報保護審査会を開催いたしたいと思います。

開会に当たりまして、この審査会、招集が会長となっておりますので、

会長のほうから御挨拶申しあげます。

（ 会 長 あ い さ つ ）

阿部補佐 それでは、審議に入っていただきます前に、念のための確認ではあり

ますが、審査会条例の第５条第２項に委員の半数以上の出席で会議とい

うことになっておりまして、本日の会議、全員の委員さんが出席という

ことで、会議のほうは成立ということを御確認いただきたいと思います。

それでは、審査のほう、お願いしたいと思いますが、審査会条例の第

５条第１項の規定によりまして、この会議は会長が議長となって進めて

いただくということとなりますので、よろしくお願いいたします。

及川会長 本日の審査会につきましては、委員さん全員の御出席となっておりま

すので、会議は成立となるわけですが、本日の会議の会議録署名委員を

指名したいと思います。
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審査会規程第７条第２項に規定する委員として、本日の会議の会議録

署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、山内委員を指名いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、お手元に既に資料が配布されてございますが、審議第２号、

南三陸町情報公開条例の改正に係る意見の確認についてを議題といたし

ます。

事務局からお願いします。

岩淵主査 それでは、お手元にお配りしております審議資料の１ページ目を御覧

いただきたいと思います。読み上げます。

（審議第２号提出文朗読）

会長、本日御審議いただく事項、総務課が所管する案件でありまして、

その直接の担当でもありますので、引き続き町側として概要等の説明に

入らせていただいてよろしいでしょうか。

及川会長 お願いします。

岩淵主査 改めまして、御苦労様です。

それでは、本日御審議いただく事項であります南三陸町情報公開条例

の一部改正について、その概要等、御説明させていただきます。

本日お手元にお配りしております審議資料、こちらの２ページ目から

となります。本日の審議資料の２ページ目以降、こちらは平成２１年１

月１３日付けでの南三陸町長からの通知の写しとなっております。本日

の審査会の開催通知に併せ、あらかじめ送付させていただいております

ことから、既に御確認等いただいている部分もあるかと思いますので、

主要な点といいますか、概要について御説明いたします。

改正することとするその理由等、資料３ページ目を御覧願います。

南三陸町情報公開条例については、合併前の両町においてそれぞれ制

定し、制度として存在しておりましたことから、平成１７年の合併時に

おきましても、引き続き制定することとして制定し、南三陸町における

情報公開制度を運用してきたところです。

こうした情報公開制度に加えまして、平成１９年に、南三陸町個人情

報保護条例が制定され、同年に施行となりました。当然、新たな制度と

して導入したこともあり、個人情報保護条例に基づく各種手続について

は、それ相当にといいますか、請求者側にとりましても、実施機関側に

とりましても、正規なものとして各種手続、決定処分をそれぞれ設定さ

せていただいております。今回の情報公開条例の見直しでごさいますが、

こうした個人情報保護条例に基づく決定に比較しまして、情報公開条例

に基づく処分といいますか決定手続、これが、本来正式なものとして設

定すべき事項について、その厳格さといいますか、そうしたものに欠け

ている感が否めない構成であるといった現状にあります。その具体とい

たしまして、資料３ページ目に記載させていただいているものです。
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資料の５ページを御覧願います。

ただ今申しました内容、情報公開制度と個人情報保護制度における各

種決定について２として表示しております。イとして表示の個人情報保

護制度における決定が基本として５つ存在するのに対しまして、情報公

開制度においては基本として３つのみとなっており、その差となる２つ

の決定について今回の改正で設定させていただくものでして、その具体

につきましては、開示請求された文書の存在について明らかにしない場

合のいわゆる存否応答拒否の決定、そして、開示請求された文書が存在

しない場合のいわゆる不存在の決定、その２つとなります。

なお、この２つの決定について、例えば、実際に対象となる開示請求

がなされた場合の対応でありますが、これまでは、資料の３にアとして

表示のとおり、町の行政文書開示事務実施要綱、こちらに従いまして、

開示請求を受理しないこととして取下げを要請し、又は受理できません、

いわゆる不受理ですといった旨で通知する、当然これに合わせて開示請

求書については返戻する、そうした取扱いとなっておりました。結果、

不受理ですので、開示請求自体がなかったこととして取り扱わざるを得

ないこととなります。

資料６ページに４として表示の内容について総合して申し上げさせて

いただきますと、個人情報保護条例下では、開示請求者側が、文書がな

いわけがないじゃないか、或いは存在について教えないというのには納

得できない、そうした場合には不服申立てを行うことができ、審査会に

おける審査対象となり得るものであるのに対し、情報公開条例下ではそ

の提起といいますか、申立て自体ができないといった現状となっておる

もので、６ページの最下段に記載のとおり、町政に対する信頼と理解を

深め、町民の方々の町政への参加と監視の充実に期する、そうした情報

公開条例制定のそもそもの趣旨自体に矛盾する結果を招いてしまう、こ

れを是正したい、そうした改正となっております。

資料の８ページ目以降には、今回の一部改正条例の改め文、その新旧

対照表を表示し、実際の改正内容をお示しいたしておりますが、本件改

正条例につきましては、町側といたしましては、議会３月定例会に付議

させていただきまして、議会の議決が得られましたら、公布の日から直

ちに施行として考えておりまして、また、これに関係します条例の施行

規則等につきましても、正規に設定する決定に対応した様式等の設定を

予定しております。

条例の改正、これは正規な諮問手続を要する事項ではありませんが、

制度そのものの根底となる条例を改める、特に今回の改正は新たな手続

を設定するといったことでもありますので、審査会の御意見、その有無

につきまして御確認させていただくとしているものです。

また、加えまして、審査会の処務側といった立場からの申し上げでは
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ありますが、さきの統計法の改正に伴う個人情報保護条例の改正時にあ

りましては、その内容等からしまして、文書による各委員の御意見の確

認とさせていただいたところですが、今回の事案、これは、審査会の会

議として招集し、町側からの説明も行っておくべきということもありま

して、会長とも相談させていただき、本日の招集開催となっております。

以上が概要となります。よろしくお願いいたします。

及川会長 はい。ありがとうございました。

ただ今、今回の意見聴取に係る事項についての概要、その説明があり

ましたが、委員さん方から御意見等ありましたら、伺いたいと思います。

及川委員 私のほうからいいでしょうか。

及川会長 及川委員、どうぞ。

及川委員 この情報公開条例、これが制定されたのは平成１７年ということです

よね、今現在まで、この今回の事例に関係して不服申立てができなかっ

たという事例はあったのでしょうか。

及川会長 事務局。

岩淵主査 情報公開条例の平成１７年の制定後、合併後となるわけですが、実際、

現在ですが個人情報の保護条例も施行されたということもありまして、

開示請求がなされるのは、個人情報保護条例に基づいた開示請求がほと

んどでして、情報公開条例に基づく開示請求、これは、平均として年に

２件、３件あるかといった状況にあります。

今回改正させていただく内容に照らした場合に問題となるケースとい

いますか、実際の事案を申し上げますと、トラブル、或いは一般にいい

ます問題、そういったことになったというものではごさいませんが、昨

年の１２月に、実施機関である南三陸町長に対しまして、町外の方から

１件の開示請求がございました。請求がなされた行政文書については、

実際に当町において行っている事務事業のうちに該当するものがない、

結果請求いただいた行政文書については存在しないと、そういった事案

でありました。その請求された方、郵便でこの開示請求に係る請求書等

をお送りいただいた関係で、通常であれば、当初の開示請求前の段階、

御相談といいますか御案内の段階で、当町では係る事務事業自体につい

て該当はありません、そういったお知らせをさせていただければ、開示

請求まで至るといったことはないわけですが、町外の方で、事前のお問

合せ等もなく郵送でということもありましたので、当町としましては一

旦受付させていただきました。総務課におきまして、請求のあった内容、

事務事業を所管する所属あてに照会しましたところ、対象となる事務事

業自体を行っていない、当然、該当する行政文書も作成もされていない、

取得もされていないと、そうした回答がありまして、対象となる行政文

書が不存在であるといった結論に達しましたが、情報公開条例において

正式な処分、決定手続として定められている内容に、文書がありません、
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その場合の事項が通知行為も含め、明確に規定されておりません。この

ことから、対象となる行政文書がありませんので、先ほども申し上げま

したが、現在の事務要綱に基づきまして、請求された御本人に対し、こ

の請求自体を取下げしていただきたいと、そういった旨で連絡させてい

ただきました。通常、取下げとなりますと、御本人からの取り下げる旨

のお話を賜って、初めて取下げとして手続させていただくわけですが、

その方もやはり、若干、違和感といいますか、疑問があったようでして、

そうした場合は取下げなんですか、そういったお話といいますか、疑問

を呈されました。私のほうからは、現在の事務要綱に基づいた手続でし

て、その旨も説明しまして、取下げ以外の現在の取扱いですと請求自体

を不受理とさせていだたく、そうした取扱いとはなりますが、不存在で

ある旨お知らせできる事案ですのでその旨は不受理とする旨の通知書に

記載させていただくこととなると、その点について御了解いただきたい

と、そうした説明をさせていただきました。御本人からも、通知書に不

存在である旨が表示される、それであれば、請求書を返してもらって構

わない、納得しましたといったお話がありました。

及川委員 そうしますと、昨年の１２月ですか、その請求自体が今回の見直しの

引き金になったということですかね。

岩淵主査 個人情報保護条例のほうを制定させていただいた際、平成１９年とな

りますが、条例の新規制定として準備をさせていただく段階におきまし

ても、対となるといいますか、既存の情報公開条例との対比もさせてい

ただきまして、若干、制度として異なった取扱いとなる、異なる手続と

なるといった部分、今回の改正部分を認識はしておりましたが、具体の

制度の運用を見極めてからといいますか、実際の改正までには至らなか

ったといった事実ではございます。

また、１２月に不受理とした取扱いとするといった意思決定を私のほ

うで発議させていただく段階で、総務課長のほうからも不受理という取

扱いはいかがなものか、正式な決定として位置づけるべきものなのでは

ないのかと、そういったお話もありましたので、今回の見直しに係る検

討、手続を進めさせていただくということになったということでもあり

ます。

及川会長 そのほか、確認したい事項等、ありませんか。

及川委員 引き続き恐縮なんですが。

及川会長 どうぞ。

及川委員 行政文書ということなんですけども、行政文書にどういうものが含ま

れるか、例えば写真とか図画ですとか。

岩淵主査 行政文書、こちらにつきましては、定義として設定、定められており

まして、写真等につきましても含むものとなっております。

及川委員 他の市の市長さんのことで、ニュースにもなったことなんですけども、
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ああいった場合の領収書ですか、そういうものも行政文書に該当します

か。

岩淵主査 行政文書に当たるかどうか、基本的には該当するものと考えてよろし

いと思います。

若干、個人の方のお名前ですとか、場合によっては、情報公開条例下

において非開示とすべき事項であると判断される部分については、開示

されないこととなりますが、町側が取得し、又は作成し、保有している

ものであって町として保有しているもの、例えば財務会計上において保

有している、そういったことであれば、行政文書に当たるといった考え

になると思います。情報公開条例において定義として定める行政文書の

範疇に入ると、そう考えます。

及川会長 ほかにございませんか。

坂野委員さん、どうでしょうか。

坂野委員 情報公開法もそうですよね。

岩淵主査 はい。

坂野委員 当然の改正だと思いますので。

及川会長 そのほかに。

山内委員 はい。

及川会長 山内委員、どうぞ。

山内委員 今回の改正をお聞きしてですね、前のような取扱いをしていたという

のはわかるなと感じます。なぜならば、ないことの証明ってのはたぶん

もの凄いたいへんなんですよね。

それで、こういう御時世でですね、前に業者が牛乳が１日遅れたから

それはいけないと、マスコミに叩かれたというかいじめられましたよね。

なかなか今は難しい世の中で、相手のなにかが見つかったら徹底して追

及すると。間違いが見つかったら徹底的に叩くと。話はなんですけど、

麻生さんが漢字が読めない、別にそれはいいじゃないかと。首相に求め

られているのはそういうことじゃなくてですね。てにをはを叩くという

か、そういう時代だなと思ってたわけなんです。その中で、例えば、な

いということを出すというのは、例えばなにかの整合でうっかりあった

ことが後に判明したりとかですね、ないということの証明の手間という

のはたいへんなんじゃないかなと。

岩淵主査 はい。

及川会長 どうぞ。

岩淵主査 現在といいますか、町の各担当課等においては、関係する事務事業に

ついて文書を編集している、いわゆる綴りを作っているわけですが、そ

の綴りの状態等については、それなりにといいますか把握はさせていた

だいているといった状況でして、しかしその、情報公開制度、或いは個

人情報保護制度の普及といいますか確立に伴いまして、一般の方々とい
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いますか町民の方々、或いは町外の方々も含めまして行政に対する目と

いうのは当然に変わってきていると。そのことから、実際の開示請求も

昔は全くといっていいほどなかったものが、年間数件ではありますが実

際に出てきていると、そういった現状にありますわけで、合併後の文書

管理、これは当総務課のほうでまとめさせていただいているわけなんで

すが、これまでですと文書の廃棄自体について、しっかりとした手続が

なされていたかというと、保存年限が過ぎたから廃棄しましょうと、も

ちろんそういった手続といいますか過程は基本的には踏んでいるわけで

すが、すべてが確実なものだったかというとそうでなかった事案もある

のかもしれないと。例えば保存年限は間違いなく経過しているものの、

廃棄とする段階でいま一度再保存、保存年限の見直し、そういった部分

に欠けている事案もあったのではないかと。そういったことから、最近

は、廃棄につきましても、正式な意思決定といいますか、手続はもちろ

ん、保存年限の見直し等の必要性についても確認する、そういった過程

をしっかりと各担当課においても経るようにと、指示なりをさせていた

だいておりまして、山内委員さんがお話になられました部分についてで

すが、今申し上げました内容をしっかりとしないと、実は文書があった

とかといったことになりかねませんので、綴りの作り方一つからなんで

すけども、文書取扱規程の分類に基づいて作成し、保存年限等もしっか

りとした設定とするよう徹底はさせていただいております。

山内委員 もう１点。

及川会長 どうぞ。

山内委員 私個人からすると、行政に開示を求めるというのが今現在は浮かばな

いわけなんですけど、当然、公開を求めている方々もいらっしゃると。

差し支えなければ、どういう関係の請求がなされているかを。

及川会長 事務局。

岩淵主査 これまで実際に開示請求がなされたケースとなりますと、情報公開制

度としては、やはり、例えばなにか事務事業に関する契約、町が委託等

で契約を行う際のものとなりますが、具体には契約の締結から検収まで

の一切の関係書類ですとか、そういったものが主なものとなっておりま

す。このほか、平成１８年だったと記憶しておりますが、地方自治法の

改正で指定管理者制度が創設されました。これを当町でも導入、取り入

れておりまして、この公の施設の指定管理者、これは町の議会の議決を

経るものですが、町に対してなされた指定申請の内容、これに関する情

報を開示してほしいといった事案もございました。当然、企業や団体、

例えば団体の代表となる方が個人の事業主で、申告書ですとかそういっ

たものは非開示となりますが、議決に際し結果公になる、なった部分に

ついては通常、公開することが可能と判断できますので、出せるものに

ついては部分開示として出すと、そういったものもございました。
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及川会長 そのほか、御意見がありましたら。須藤委員さん、どうでしょう。

須藤委員 私は特にありません。

及川会長 私のほうから、いいですか。

情報公開条例については１７年、個人情報保護条例については１９年

の制定でしたね。それでこの条例作成時にですね、今回情報公開と個人

情報保護のそれぞれの条例での相違点が出てるわけですが、今回は公開

条例の不足分を一部見直すと、そういったことのようですが、これは他

町との関係、準則みたいなものがあったんですか。

岩淵主査 情報公開条例については合併前の旧町それぞれで制定されていたわけ

ですが、個人情報保護条例の場合でありましても、今現在はいわゆる準

則、参考例といったものが例えば国なり県なりから示される、そういっ

たことはございません。当町の情報公開、個人情報保護の条例、こちら

は国の関係法律ですとか、先進的なものですとか、そういったものを参

考にさせていただいております。

情報公開条例につきまして、構成の細かな部分については若干の相違

はありますが、今現在の南三陸町の情報公開条例のベースとなっていま

すのは、旧志津川町の情報公開条例となっておりまして、条の構成等を

見ますと、宮城県の情報公開条例が基本として参考となっているのかな

と、私のほうでは感じております。なので今回の改正に当たりましても、

あらかじめ、ベースとなっているのは宮城県のものであろうと考えまし

たので、参考にさせていただこうと、必要な対比等は行わせていただい

ております。実際、県の条例のほうが、現実として県民の方々、多くの

方々に広く認識等されているといったこともございますので、用語等の

部分についても合わせれるものについては合わせようかと、そうした取

扱いとしておりまして、一般の方々も用語の解釈等、入りやすいという

か読みやすいのかなと考えております。

及川会長 全国的にも宮城県の情報公開はだいぶレベルが高いものですから、い

ろいろと整備されているものとは思います。

今回、不都合というか、町の条例で不足している部分について見直す、

改めるそういったことのようですが、この今回の改正以外に、これも制

度、条例改正として追加したほうがいいんじゃないかとか、そういった

御意見等があれば、この際意見を述べることもできると思いますが、各

委員さんありますか。

及川委員 情報公開条例の中の実施機関、これには議会等ももちろん入るようで

すが、最近は先ほどの指定管理者ですか、民間に委託すると、そういっ

たことも結構あるかと思いますが、委託された民間もこの実施機関にな

るということになるんでしょうか。

岩淵主査 受託者側は条例でいう実施機関には入りません。逆にといいますか、

例えば先ほど申し上げました指定管理者に対しましては、情報公開条例
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上において情報の公開に努められたい旨規定されておりまして、個人情

報の保護については個人情報保護条例において受託者等に必要な対応を

求めている、そうした形での制度となっております。指定管理者に関連

して再度申せば、基本協定等の中で特にお願いしている内容となってお

ります。

こうしたこととなっておりまして、指定管理者である業者、団体、或

いは業務の受託者が直接に実施機関に当たるということはございません。

及川委員 それでですね、実施機関とされている機関はオープンに知らしめる側、

逆に指定管理者等はどちらかというと個人情報とかで保護される側でも

あると、そうしたちょっと矛盾したことを町のほうでもやらなければい

けないというか、できれば、町の事業を受託した側も、情報公開という

か、できるだけ、町の仕事を受託した者としては、できるだけ情報を開

示する方向でと私なんかは思うわけです。難しい問題はあるとは思いま

すけど。

岩淵主査 情報公開条例は原則公開、個人情報保護条例は原則非公開とした考え

方での制度でして、町としてもその運用には難しい部分もあるものです

が、例えば受託者である企業等の企業として努力されている、いわゆる

企業秘密に当たる事項、そういった事項も多々あるかと思いますので、

町として関係する行政文書を開示する際にも、全部開示、部分開示、或

いは非開示の考え方、取扱いについては特に意を用いている、用いるこ

ととなる事項と考えております。反面、企業等の直接の情報の公開に関

しては、受託者等である企業や団体には、可能な限りの情報の公開も求

めているといった取扱いとしております。

及川委員 今申し上げたのは、言うまでもなく情報の公開を求めるというのは、

好ましくないことがあった、そういったときにされると思うんです。今

日ですかね、ある市長さんの民間との癒着が云々と、そういうときに私

たちは公開を求めると。町としては、そうした場合、なるべく、可能な

限りオープンにすると、そうあるべきだと。個人情報云々ですぐに蓋を

してしまわないで、受託者であれば町の仕事を受けた以上はしっかりと

情報の公開に努めていただきたいなと、そう考えるんです。

及川会長 そうですね。情報公開について、条例ではその対象となる実施機関が

ちゃんと定められているわけですが、町との関係も強い社協さん、そう

いったところとの関係はどうなりますか。

岩淵主査 社会福祉協議会につきましては、現在、町の公の施設の一部について

の指定管理者となっているわけですが、この法人に関する情報公開、指

定管理者としては前述のとおりでして、逆にこの指定管理者についての

指定側である町が保有しています指定管理者に関する文書、これは、町

の実施機関の行政文書として解釈し、制度内で運用することが可能です

が、一法人、法人自体の内部といいますか、そもそもの法人自体関わる
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部分については町として直接に開示等に関与するといったことはできな

いこととなりまして、実際、公の機関でないとなると、情報の公開、そ

れを請求する、そういった部分にも難しさはあると思いますが、純粋に

本来の企業、団体として活動された部分については、直接にその企業等

の判断によることになるかと思います。繰り返すようですが、町側が町

として法人等に対して何らかの処分、手続を行った、そういった事実に

関しては、町条例下での制度の対象となるということです。社内の部分

については、あくまでも法人の企業活動の部分は法人の判断となると、

そういったことで考えております。

及川会長 そうすると、町長側が関わる部分について開示請求がなされた場合は、

当然、開示すると。逆に、まったく社協さんの業務範囲というか個別の

部分、そういった部分についての疑問が生じた場合に対しては、町とし

ては対象とすることができる部分とできない部分があるということです

ね。

岩淵主査 町側が、条例でいう行政文書として保有なりしていない限りは、対応

はできないということになります。

及川会長 難しいというか、例えばですが、社協さんに対しては町から相当の補

助金を出していますよね、委託費といったらいいか。その部分について

の請求がなされた場合は町としてはどういった対応になりますか。

岩淵主査 町として公金といいますか、補助金、委託費等支出しているわけでし

て、そういったものに関わる行政文書の開示の請求がなされましたら、

通常として受理することとなりますし、補助金の交付申請、交付決定、

額の確定、そうした手続上における文書については町として開示の請求

に対応する対象となると。申請書で言えば、申請書の作成者は法人であ

っても、町側が受理し、保有している限りは行政文書となりますので、

非開示情報についての判断等は別として、通常として請求の対象となる

わけです。

及川会長 情報の公開というのは、やはり裏に疑義があったりしてのものですか

ら、委託業務の中に疑義が生じた場合等についても、町としてできる限

りの対応はしてほしいと、そう考えるわけです。

坂野委員 協定を結んで、報告事項なりを決めさせていると。協定書は県内であ

れば基本的には同じようなものだと。だからその辺というのは、当然、

基本的には町のほうには報告が上がるというわけです。

岩淵主査 指定管理者が最近ですとメジャーなといいますか、新たな制度として

走っているわけですが、坂野先生からもお話がありましたとおり、指定

管理者との協定がございまして、その協定の段階で、情報の公開、或い

はその反面として、公の施設であればお客様の個人情報も取り扱うわけ

ですので、条例でいう実施機関に直接当たらないにしても、条例の趣旨

に沿ってきちんとした対応をお願いすると、そうした取扱いです。町が
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徴した書類については、町が実施機関として行政文書として取り扱うと、

そういったことになります。

及川委員 よろしいでしょうか。

及川会長 どうぞ。

及川委員 例えば町職員の方の個人と公職としての区別といいますか、なかなか

難しい部分があるかと思うんです。職員として働いているうちは公開の

対象となりますけども、退職してしまうと一個人となって保護されると

いうことになりますよね、当然。昨年ですが、航空自衛隊のトップであ

った方、在職中の部分は公開される、退職すると民間、一個人となる、

むしろ彼個人を守らなくてはならないと。同じ人物でも取扱いが１８０

度違ってしまうということになりますよね。例えばですね、あくまでも

仮定ではありますけど、町職員の方が社協さんのほうに就職したとしま

す、そうすると社協さんに入った時点で個人として保護されると。

岩淵主査 基本的に、退職後であっても、その方が在職中に作成した文書につい

ては何ら制限はなく行政文書として取り扱われることとなります。当然、

退職以降の行為といいますか、それは職員の部分ではごさいませんので、

その方が例えばどこかの会社にお勤めになってその後こうであったとい

った部分、それについては町として公開する対象とは当然にならないと

いうことになります。町の機関に職員として存在していた間の部分につ

いては、その方が発議等した文書等でしょうか、これは通常として開示

請求の対象となるものです。

及川委員 公私ということ、言葉では簡単に区別できますが、実質上ではなかな

か難しいんじゃないかと思うんですね。特に国レベルとなると天下り問

題ですとか、非常に難しい問題があるなと考えるわけです。

岩淵主査 我々、例えば私が発議させていただいた意思決定書であれば、私の名

前も職員の名前として当然に開示されるということになります。職務遂

行の部分は通常として開示の対象と判断するものではありますが、反面、

休暇の取得に関わる部分ですとか、個人として捉えるべき事項も存在し

ますし、例えば、出勤簿、これも他の審査会等でも開示対象となるもの

とされておりまして、うちのほうの考え方としましても基本はそうなん

ですが、なぜ休んだのか、その理由、そういった深いプライベートな部

分は保護されるべきものでもあると、確かに難しい問題は多く存在する

と思います。

及川会長 そのほかに、御意見ございませんか。

ケース的には南三陸町としては、請求等、件数があまりないわけです

が、やはり条例としてはしっかりとしたものでなくてはならないと。し

っかりとしていないと事務方が取扱いに困るということもあるでしょう

し、第一、請求者側が納得できない、そういったことも生じてしまうわ

けです。
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今回の条例改正、個人情報保護条例と同じようにきちんとしたものに

という内容でもあります。必要な改正であると私は思いますが。

各委員さん、なにかございましたら。

（特に質問等なし。）

なければこの辺で、と思いますが、

（特に質問等なし。）

それでは、今回の事項、情報公開条例の改正につきましては、審査会

として特に述べるべき意見はない、そういったことで、これに御異議ご

ざいませんか。

（異議ない旨の声あり。）

及川会長 それでは、本日の会議を閉会といたします。御苦労様でした。

午後２時２０分 閉会


